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インドネシアが「第２の柱」GloBEルール導入を正式に実施

2024年 12月 31日、財務大臣（以下「MoF」）は、インドネシアにおける第２の柱のグローバル

税源浸食防止（GloBE）ルールに基づくトップアップ税制メカニズムを実施するため、PMK-1361

を発行しました。この規制は、経済協力開発機構（以下「OECD」）の GloBEルールに整合する

ように設計されています。 

要約すると、GloBEルールは、低税率の租税管轄区域で活動する多国籍企業（以下「MNE 

」）に対し、最低 15%の課税を保証するグローバルな租税枠組みを強制するグローバル最低税

率ルールを導入することを目的としています。インドネシアでは、所得合算ルール（以下「IIR」）、

軽課税所得ルール（以下「UTPR」）、自国内ミニマム課税制度（以下「DMTT」）の 3つの課税メ

カニズムが採用されています。このルールは、インドネシアでは IIRおよび DMTTについては

2025年 1月 1日以降に開始する会計年度、UTPRについては 2026年 1月 1日以降に開始

する会計年度から適用されます。以下、会計年度とは、GloBE トップアップ税が課される課税会

計年度を指します。以下規則の要点となります。

対象となる MNEおよびセーフハーバー評価 

1. 対象となる MNEおよび構成事業体（以下「CE」）の特定

GloBEルールは、GloBE会計年度以前の 4会計年度のうち少なくとも 2会計年度の最終

親会社（以下「UPE」)の連結財務諸表（以下「FS」）に基づき、年間総売上高が少なくとも 7

億 5000万ユーロであるMNEグループの CEに適用されます。過去 4年間に合併・分割が

行われた場合は、閾値の算定に特別なルールが適用されます。

CEは、グループの一部である事業体、およびグループに含まれる事業体の範囲に属する親

事業体の恒久的施設（以下「PE」）として定義されます。 

GloBEルールは以下の CEには適用されません: 

a. 取引または事業を行っていない政府機関

b. 国際機関

c. 非営利団体

d. 年金基金

e. UPEである投資ファンド

f. UPEである不動産投資ビークル

1 財務大臣規則 2024年第 136号（PMK-136）2024年 12月 31日公布、2025年 1月 1日発効 
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2. セーフハーバー評価 

 

セーフハーバー要件を満たす CEに対するトップアップ税はゼロとみなされます。したがっ

て、セーフハーバー条項の利用資格を評価することは、GloBEルールに基づくグループの納

税義務を軽減するために非常に重要である可能性があります。 

 

PMK-136は、利用可能なセーフハーバーとして次の 5種類を規定しています: 

a. 恒久的セーフハーバー 

b. 移行期間国別報告書（以下「CbCR」）セーフハーバー 

c. 特定の事業体およびグループに対する移行期間 CbCRセーフハーバー 

d. 移行期間 UTPRセーフハーバー 

e. 非重要 CE に対する簡易計算セーフハーバー 

 

上記のセーフハーバー要件の詳細は、付録 Aをご参照ください。 

 

トップアップ税額の決定 

 

以下は、トップアップ税額を計算するためのハイレベルなステップです。 

 

1. GloBE所得または損失の決定 

 

GloBEの所得または損失を計算するためには、各 CEの会計上の純損益（連結前）に、以

下の GloBE調整を適用する必要があります: 

a. 一般調整： 一般的な財務会計、移転価格、適格還付可能税額控除および非適格還付

可能税額控除、ならびにグループ内資金取引の調整を含む 

b. 選択調整： 株式報酬、資産・負債の実現原則に基づく損益、総資産利益、グループ税

務連結の調整を含む 

c. 特定調整： 保険会社、銀行、国際海運収入、PE、およびフロースルー事業体の調整を

含む 

 

企業再編や持株構造の変更がある場合、また、税の中立性や分配制度の対象となる UPE

や CEがある場合には、GloBEの所得計算には特別なルールが適用されます。 

 

2. 調整後対象租税額 

 

実効税率（「ETR」）の計算に含めることができる対象租税には、次のようなものが含まれま

す: 

a. CEの所得もしくは利益、または CEが持分を有する事業体の所得または利益の割合に

関して当該事業体の財務諸表に計上された税金 

b. 適格分配時課税制度に基づいて分配利益、みなし分配利益および事業外費用に対して

課税された税金 

c. 一般に適用される法人所得税（以下「CIT」）の代わりに課される税金 

d. 利益剰余金と企業資本を参照して課税される税金。これには、所得と資本に基づくいくつ

かの要素に対する税金を含む 

 

対象租税の定義で除外される税金には次のものが含まれます: 

a. 適格 IIRの下で親事業体が認識するトップアップ税 

b. 適格 DMTT（以下「QDMTT」）/適格 UTPRに基づくトップアップ税によって認識されるトッ

プアップ税 

c. 非適格還付有りインピュテーション税、および 

d. 保険契約者への払い戻しに関連して保険会社が支払う税金 

 

調整後対象租税額は、会計上の純損益に認識された当期税金費用を次のように調整して再

計算したものです: 

a. 年度の対象租税の追加/減少額の純額 

b. 繰延税金調整額（15%か国内税率の低い方で再計算された繰延税金を含む）、および 

c. GloBE損益の計算に含まれ、国内税務引当金に基づいて課税される資本またはその他

の包括利益に計上される対象租税の増減 

 

PMK-136では、PE、税務上透明な事業体、被支配外国会社、ハイブリッド事業体、配当を

分配する CEに対する対象租税の管轄区域割り当てについても規定しています。 
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3. 管轄区域 ETR 

 

最低税率 15%と比較される ETRは、管轄区域 ETRです。管轄区域 ETRは、調整後対象

租税額を GloBE所得で割ることによって計算されます（いずれも管轄区域ベースで計算され

る）。投資事業体、無国籍 CEおよび UPEの所有持分が 30%以下で支配権を有する少数

所有 CE（以下「MOCE」）の管轄区域 ETRは、他のグループ事業体とは別に計算されま

す。 

 

4. 管轄区域超過利益および実質ベースの所得控除（以下「SBIE」） 
 

管轄区域の超過利益は、GloBE純所得から SBIEを控除することによって計算され、管轄

区域のトップアップ税金負担を効果的に削減します。SBIEは、投資事業体を除く、同じ管轄

区域にあるすべての CEの給与カーブアウトおよび有形資産カーブアウトに基づいて算出ま

す。カーブアウトまたは SBIE控除は、人件費と有形資産の帳簿価額に一定の割合を乗じて

計算されます。その比率は 2023年から 2033年にかけて徐々に減少し、給与カーブアウト

では 10%から 5%、有形資産カーブアウトでは 8%から 5%となります。 

 

5. トップアップ税 

 

トップアップ税率は、最低税率 15%から管轄区域 ETRを控除することによって計算されま

す。管轄区域トップアップ税は、次の式で計算されます: 

   

管轄区域トップアップ税=（トップアップ税率%×管轄区域超過利益）-QDMTT+追加の現在の

トップアップ税（もしあれば） 
 

QDMTTは、管轄区域の国内法に含まれる最低税であり、次のようになります: 

• GloBEルールと同等の方法で国内の超過利益を決定 

• 国内の超過利益に対する国内税負担を 15%まで引き上げるように機能 

• 管轄区域が GloBEルールに関連する特典を提供しない限り、GloBEルールに準拠した

結果を生み出す 

 

係争のある QDMTTまたは税務当局により徴収不能とみなされた QDMTTは、トップアップ

税に対して控除することはできません。 

 

追加の現在のトップアップ税は、前年度の ETRおよびトップアップ税の再計算を含む一定の

調整の結果から生じる増分トップアップ税の金額です。 

 

課税メカニズムの合意されたルール順序 

 

トップアップ税額が決定した後の税金を納付するための合意されたルールの順序は次のとおりで

す: 

 
1. DMTT 

 

DMTTは、所有比率に関係なく、ETRが 15%未満であるすべてのインドネシアの CE（全部

または一部所有）に課されます。しかし、PMK-136では、インドネシアのすべての低税率 CE

（以下「LTCE」）の GloBE所得合計と比較したその GloBE所得の割合に基づいて、LTCE

のみに比例配分されます。MOCE、投資事業体およびジョイント・ベンチャー（以下「JV」）の

DMTTは、他のグループ事業体とは別に計算されます。 

 

FSで使用される会計基準、ETR、GloBE純所得・損失、対象租税、およびトップアップ税の

計算に使用される方法は、IIRと UTPRを規定する同じ規則を参照します。 

 
2. IIR 

 

UPE、中間親会社、または部分所有親会社は、直接または間接的に所有された LTCEから

生じる IIR メカニズムに基づく、トップアップ税を支払う義務があります。課税メカニズムは、グ

ループの保有構造と、グループが運営する管轄区域における GloBEルールの採用に応じ

て異なります。 
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3. UTPR 
 

インドネシアの CE（投資事業体を除く）は、低税率の管轄区域からインドネシアに割り当てら

れた他のメカニズムでは徴収されない UTPR メカニズムに基づく、トップアップ税を支払う義

務があります。この配分比率は、インドネシアの従業員と有形固定資産と、この UTPRを適

用しているすべての国の従業員と有形資産の比率に 50%を乗じて算出されます。この

UTPRは、インドネシアの CEが負担し、各事業体の GloBE所得に比例して計算されます。 

 

MNEグループが最大 6つの管轄区域にのみ CEを有し、世界中のすべての CEの有形資

産の帳簿価額（以下「NBV」）（参照管轄区域、つまり有形資産の NBVが最も高い管轄区域

を除く）が最大 5,000万ユーロである場合には、最初の 5年間の UTPRはゼロとみなされま

す。インドネシアが参照管轄区域であり、LTCEがインドネシアにある場合、他の管轄区域区

に配分される UTPR トップアップ税はゼロになります。 

 

税務行政の要件と期限 

 

GloBEルールには、いくつかの報告および支払い要件があります: 

 

1. GloBE情報申告（GIR）と通知 

 

GIRには、CE、グループ構造、ETR、トップアップ税、および GloBEの関連規定に従って行

われた選択に関する記録に関する詳細情報が含まれます。一方、この通知は CEからの書

面による通知であり、UPEおよび非 UPEの国内納税者の身元に関する記述と、GIRを提

出するよう指定された当事者の身元が含まれます。 

 

通常は、GIRは UPEによって提出され、通知は CEから提出されます。しかし、特定の状況

下では、CEも GIRの提出をする必要がある場合があります。この場合、CEは通知を提出

する必要はありません。 

 

GIRおよび通知の提出は、GloBE会計年度の終了後 15ヶ月以内に行わなければなりませ

ん（例：2026年 12月 31日に終了する GloBE会計年度の提出期限は 2028年 3月 31

日）。初年度の報告は、15ヶ月ではなく 18ヶ月以内に行うことができます（例：2025年 12

月 31日に終了する GloBE会計年度の場合は 2027年 6月 30日まで）。この申請書の受

領書は、年次 GloBE納税申告書に添付する必要があります。 

 

2. 年次税務申告（以下「ATR」）は、GloBE会計年度のトップアップ税の算定のための報告メカ

ニズムとして機能し、次のものから構成されます: 

• GloBE税務申告 ： インドネシアの UPEによる報告 

• DMTT税務申告： インドネシアの CEによる報告 

• UTPR 税務申告 ：  UTPR がある場合、インドネシアの CE による報告 

 

上記の ATRは、翌会計年度終了後の 4ヶ月以内に提出しなければなりません（例：2026年

12月 31日に終了する GloBE会計年度の提出期限は 2028年 4月 30日）。初年度の報

告は 2カ月延長できます（例：2025年 12月 31日に終了する GloBE会計年度については

2027年 6月 30日まで）。 

 

関連する支払いは、GloBE会計年度の翌年度以内（2025年 12月 31日に終了する

GloBE会計年度の場合は、2026年 12月 31日まで）に行わなければなりません。 

 
PMK-136は、国税総局（以下「DGT」）に、GIR、ATR（GloBE、DMTT、UTPR）のフォーム、申

請手続き、支払い、報告、および通知に関する規定を定めることを義務付けています。 

 
 
 

インドネシアで
GloBEルール
が施行

2025年
1月1日

トップアップ税の
初回支払期限

2026年
12月31
日

GIR、通知、お
よびトップアップ
納税申告の最
初の報告期限

2027年
6月30
日
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コンプライアンス・モニタリング 

 

DGTは、インドネシアのすべての CEのコンプライアンス遵守を監督する権限を与えられていま

す。GloBEルールに基づく報告義務および支払い義務に関する行政上の制裁は、一般規定と

税務手続きを規定する法律に従います。行政処分免除は、2026年 12月 31日までに開始し、

2028年 6月 30日までに終了する会計年度の CEの報告に適用されます。 

 

特にセーフハーバーの適用については、ETRが最低税率を下回る租税管轄区域からインドネシ

アにトップアップ税が割り当てられた場合には、DGTはセーフハーバールールの使用とトップア

ップ税の課税をチェックする権限を有します。セーフハーバー利用の適格性に影響を及ぼす可能

性のある事実および状況がある場合、DGTは、GIRの提出後 36ヶ月以内に責任ある CEに説

明を求めることができ、当該要求後 6ヶ月以内に回答する必要があります。期限内に回答しなか

った場合、セーフハーバーは無効となり、追加税が課せられる可能性があります。 

 

財務諸表における開示 

 

PSAK 212の改正により、企業が第２の柱から生じる繰延税金の影響を認識または開示するこ

とを禁じていますが、影響を受ける企業に対して、次のような対象を絞った開示要件が導入され

ます: 

1. 第２の柱の所得に係る繰延税金資産および負債の認識および開示に対して特例を適用して

いる旨（一時的な特例が義務付けられている旨） 

2. 第２の柱の所得税に係る当期の税金費用または収益 

3. 第２の柱が実質的に制定されているがまだ発効していない期間において、2024年 12月 31

日までに終了する年度の FSについて、FSの利用者が、将来 PMK-136に基づく第２の柱

の所得税を支払う可能性のある企業のエクスポージャーを理解するのに役立つ既知または

合理的に推定可能な情報 

 

この詳細は、第２の柱の法律の特定の要件を全て反映する必要はなく、目安となる範囲の形式

で提供することができます。検討対象となる可能性のある開示内容は次の通りです: 

1. グループが第２の柱の法律によってどのような影響を受けるか、第２の柱の所得税の影響を

受ける可能性のある主な管轄区域などの定性的な情報 

2. 次のような定量的な情報 

• 企業の利益のうち、第２の柱の所得税の対象となる可能性のある部分と、その利益に適

用されるの平均実効税率の指標、または 

• 第２の柱の法律が有効であった場合、企業の平均実効税率がどのように変化したかを示

す指標 

 

PMK-136は 2024年 12月 31日に発行され、その後すぐ 2025年 1月 1日に発効したため、

また、第２の柱の規則が複雑であるため、企業が法律の発表後に影響評価を実施するには時間

がかかると予想されます。その結果、2024年 12月 31日時点の FSが発行時点で、企業は詳

細な影響を定量化できず、開示できない可能性があります。この場合、企業は定性的な情報を

提供できる可能性がありますが、影響が不明まはた合理的に見積もることができないこと、およ

びエクスポージャーの評価の進捗に関する情報を開示する必要があります。 

 

第２の柱の準備を確実にするにはどうすればよいか 

 

第２の柱のための行動計画の準備をし導入する時期が来ています。これは、影響を受ける MNE

の税務コンプライアンスの状況を変化させます。第２の柱の取り組みを始めるための初期の重要

な考慮事項をいくつか紹介します: 

• グループ構造を見直し、関連する規定の適用可能性を判断する（例：どの企業が UPE,CE,

収益基準を満たすかなど） 

• 早期導入の最初の 1年に、第２の柱の影響を軽減するための移行期間 CbCRセーフハー

バーの適用可能性を評価する（グループが提出した現在の CbCRが適格であるかどうかの

評価を含む） 

• 会計監査人と連携し、2024年 12月 31日の年度末財務報告に対する期待事項と要件につ

いて合意する 

• 関連するデータポイントを評価し（PwC Data Input Catalogを参照）、ギャップを特定し、必

要に応じて新しいプロセスをデザインする 

• 第２の柱の評価には、グループが活動する複数の管轄区域における演習を伴うため、グル
ープはどのようにしてこのような詳細な技術的事項について十分に知識を確保するかを検討

する 

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/assets/pwc-pillar-two-data-input-catalog.pdf
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• 必要に応じて、第２の柱の全体的なコンプライアンスを管理するための企業行動を検討する 

• 最後に、規則で要求される追加のコンプライアンス義務に注意が必要である 

 

更にサポートが必要な場合には、連絡先にご連絡ください。APAC MNE向けの第２の柱レディ

ネスガイドに関するインサイトは、こちらのリンクにあります。 

付録 A 
 

PMK-136は、セーフハーバールールを次のように規定しています: 

 

a. 恒久的セーフハーバー -以下の事項を満たすことが必要となります: 

• デミニマスルール – 当該年度および過去 2会計年度において、管轄区域内の CE の平均 GloBE 収益および純所

得がそれぞれ 1,000万 ユーロおよび 100万 ユーロ未満であるか、または GloBE 損失がある場合 

• 当年度の租税管轄区域における GloBE収益が SBIE額を超えない場合、または 

• 管轄区域の ETRが最低 15%である場合 

 

b. 移行期間 CbCRセーフハーバー -報告する CEが 2026年 12月 31日までに開始し、2028年 6月 30日までに終了

する会計年度に選択でき、以下の事項を満たす必要があります: 

• 会計年度におけるある管轄区域の CEの収益および税引前利益（「PBT」）が、適格 CbCRに基づき、それぞれ

1000万ユーロおよび 100万ユーロ未満であること、または 

• 適格 CbCRに基づく管轄区域内の CEの PBTが SBIEの金額を超えないこと、または 

• 簡易 ETRが、2024年度開始年度で最低 15％、2025年開始年度で最低 16％、2026年開始年度で最低 17％で

あり、2028年 6月 30日までに終了する会計年度まで適用されること 

 

CbCR は、適格 FS に基づいて作成された場合に適格とされます。PMK-136 では、適格 FS 要件、簡易 ETR の計算

式、および CbCRセーフハーバールールの適用から除外される当事者について、より詳しく説明しています。 

 

MNEグループが特定の会計年度においてセーフハーバーを履行できなくなると、その特定の租税管轄区域について、

移行期間の残りの期間にセーフハーバーを使用することができなくなることに注意が必要です。 

 

c. 特定の事業体およびグループの移行期間 CbCRセーフハーバー 

 

PMK-136は、以下に対する CbCRセーフハーバーの適用に関する特別ルールを定めています: 

• 独立したグループとして扱われるジョイントベンチャーとその子会社 

• フロースルー事業体または控除可能な配当制度の対象となる事業体である UPE 

• 投資法人 

 

d. 移行期間 UTPRセーフハーバー 

 

UPEの管轄区域で適用される法人税率が 20％以上である場合、UTPRは 2025年 12月 31日より前に開始し、

2026年 12月 31日に終了する事業年度各年度において、ゼロとみなされます。 

 

e. 非重要 CE上に関するセーフハーバーの簡易計算 

 

• 非重要 CEとは、規模と重要性に基づいてグループの財務諸表に連結されていない CEを指す 

• 非重要な CEで、総売上高が 5,000万ユーロ以上の場合は、認められた財務会計基準（以下「FAS」）または認め

られた FASに基づいて財務諸表を作成しなければならない 

• この簡易計算は、UPE管轄区域の CbCRルールに基づく GloBE収益、所得、および調整後の対象税を使用す

る。UPE管轄区域に CbCRルールが存在しない場合は、代行 UPE管轄区域ルールが使用される。国内 CbCR

ルールが全く存在しない場合は、CbCRルールの実施ガイドラインが使用される 

 
 

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/assets/pillar-two-guide-for-apac-multinational-enterprises.pdf
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